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たきざわインフォメーション
市政情報やイベントなど生活に役立つ情報をお知らせします

人
に
分
か
れ
る
の
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

所
得
の
限
度
額
表
は
、
市

H
P
の
医
療
費
給
付
の
項

目
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
子
ど
も
医
療

費
受
給
者
証
の
所
得
制
限

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
医
療

費
受
給
者
証
の
有
効
期
限

は
、
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

８
月
１
日
か
ら
有
効
の
受
給

者
証
の
交
付
を
受
け
る
た
め

に
は
、
次
の
と
お
り
手
続
き

が
必
要
に
な
る
人
と
不
要
の

医療費受給者証の更新時期
●問い合わせ　保険年金課（☎ 656－ 6530）

対象者 手続き内容

令和５年中の所得が限度額未満のため、
引き続き医療費給付対象になる人

手続き不要
市から自動的に受給者証を更新し
送付します。

令和５年中の所得が限度額以上のため、
医療費給付対象外になる人

手続き不要
市から医療費給付非該当の通知を
送付します。

令和５年中の所得が確認できない人
（１月２日以降に転入した人、未申告の人）

手続き必要
通知しますので、所得の申告や、
必要書類の提出をお願いします。

令和４年中の所得は限度額を超えてい
たが、令和５年中の所得は限度額未満
のため医療費給付対象になる人

手続き必要
通知しますので、内容を確認の上
保険年金課に来てください。

令和４年中の所得に引き続き、令和５
年中の所得も限度額以上のため医療費
給付対象外になる人

手続き不要
通知はしません。

●問い合わせ　防災防犯課（☎656－ 6508）

●
応
募
条
件

　

心
身
と
も
に
健
康
な
人

●
待
遇

・
活
動
数
に
よ
っ
て
謝
礼
あ
り

・
制
服
、
装
備
品
の
貸
与
あ
り

・
活
動
時
の
保
険
あ
り

・
功
績
、
功
労
に
よ
る
表
彰

あ
り

そ
の
他
詳
細
は

市
H
P
か
ら
☞

●
市
交
通
指
導
員
を
募
集
中

　
交
通
安
全
を
通
じ
て
地
域

に
貢
献
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

身
近
な
人
や
子
ど
も
た
ち
を

交
通
事
故
か
ら
守
る
た
め
に

一
緒
に
街
頭
で
活
動
で
き
る

人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
仕
事
内
容
は
、
交
差
点
や

通
学
路
な
ど
に
お
け
る
交
通

指
導
や
交
通
安
全
教
室
の
補

助
な
ど
、
簡
単
に
で
き
る
も

の
で
す
。

　
「
で
き
る
範
囲
で
」「
無
理

な
く
」
活
動
し
ま
し
ょ
う
。

気
に
な
っ
た
人
は
気
軽
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

市交通指導員になろう


